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国
家
戦
略
特
区
に
お
け
る
規
制
改
革
事
項
と
し
て
獣
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学
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の
新
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を
可
能
と
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で
、
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が
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提
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し
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案
書
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関
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る
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意
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国
家
戦
略
特
区
に
お
け
る
規
制
改
革
事
項
と
し
て
獣
医
学
部
の
新
設
を
可
能
と
す
る
件
で
、
加
計
学
園
等
が
政

府
に
提
出
し
た
提
案
書
に
関
す
る
質
問
主
意
書

国
家
戦
略
特
区
に
お
け
る
規
制
改
革
事
項
と
し
て
獣
医
学
部
の
新
設
を
可
能
と
す
る
件
で
、
本
年
六
月
五
日
の
衆
議
院
決
算

行
政
監
視
委
員
会
に
お
い
て
、
民
進
党
の
委
員
に
よ
る
「
京
都
産
業
大
学
は
二
十
枚
の
ペ
ー
パ
ー
を
出
し
た
が
、
加
計
学
園
の

ペ
ー
パ
ー
は
た
っ
た
二
枚
で
あ
っ
た
」
と
の
趣
旨
の
発
言
を
行
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
、
安
倍
晋
三
内
閣
総
理
大
臣
は
「
今
治
市
は
累
次
か
ら
、
先
ほ
ど
お
話
し
申
し
上
げ
て
い
た
国
家
戦
略
特
区
の

前
、
構
造
改
革
特
区
か
ら
出
し
て
お
り
ま
す
。
二
十
一
年
十
一
月
に
は
二
十
ペ
ー
ジ
、
二
十
六
年
二
月
に
は
三
十
四
ペ
ー
ジ
の

資
料
を
政
府
に
提
出
し
て
お
り
ま
す
」
と
反
論
し
た
。

し
か
し
、
こ
の
答
弁
で
は
、
も
と
よ
り
違
う
制
度
で
あ
る
国
家
戦
略
特
区
と
構
造
改
革
特
区
が
混
同
さ
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
、
次
の
質
問
に
答
え
ら
れ
た
い
。

一

今
治
市
の
国
家
戦
略
特
区
に
お
け
る
規
制
改
革
事
項
と
し
て
獣
医
学
部
の
新
設
を
可
能
と
す
る
件
で
、
平
成
二
十
八
年
十

二
月
三
十
一
日
ま
で
に
、
「
学
校
法
人
加
計
学
園
」
が
政
府
に
提
出
し
た
規
制
改
革
事
項
の
提
案
に
か
か
る
文
書
の
名
称
、

日
付
及
び
ペ
ー
ジ
数
（
獣
医
学
部
新
設
に
関
係
す
る
部
分
の
み
）
を
全
て
示
さ
れ
た
い
。

一



二

今
治
市
の
国
家
戦
略
特
区
に
お
け
る
規
制
改
革
事
項
と
し
て
獣
医
学
部
の
新
設
を
可
能
と
す
る
件
で
、
平
成
二
十
八
年
十

二
月
三
十
一
日
ま
で
に
、
今
治
市
等
の
関
係
者
（
「
学
校
法
人
加
計
学
園
」
を
除
く
）
が
政
府
に
提
出
し
た
規
制
改
革
事
項

の
提
案
に
か
か
る
文
書
の
名
称
、
日
付
及
び
ペ
ー
ジ
数
（
獣
医
学
部
新
設
に
関
係
す
る
部
分
の
み
）
を
全
て
示
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

二


